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1．はじめに

不動産取引に大きなかかわりのある民法債
権法が平成29年5月25日「民法の一部を改正
する法律」（平成29年法律第44号）および「民
法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法
律の整備等に関する法律」（平成29年法律第
45号）が成立し、同年6月2日に公布される
とともに、民法改正法と整備法は一部の例外
を除いて、平成32年（2020年）4月1日から
施行された。

これと時をほとんど同じくして、民法相続
法の分野においても、平成30年7月6日「民
法及び家事事件手続法の一部を改正する法
律」（平成30年法律第72号）および「法務局
における遺言書の保管等に関する法律」（平
成30年法律第73号）が成立し、同月23日に公
布されるとともに、施行期日を原則として平
成31年（2019年）7月1日と定めた上、配偶

者の居住の権利に関する規定の施行日は、公
布の日から2年以内で政令で定める日（平成
32年<2020年> 4月1日）、自筆証書の方式
緩和に関する規定については公布の日から6
カ月を経過した日（平成31年<2019年> 1月
13日）から施行することとされている。また、

「法務局における遺言書の保管等に関する法
律」については、公布の日から起算して2年
を超えない範囲内において政令で定める日

（平成32<2020年> 7月10日）となっている
が、こちらの改正相続法に関しては、今日（令
和3年2月1日）においては、いずれも施行
され、不動産取引実務においても重要関心事
として注目されている。

以下において、改正相続法について、不動
産取引の実務の観点から、主要な改正点の要
旨、留意事項および今後に残された課題等に
ついて述べることとする。

2 ．改正相続法の概要

相続法制については、配偶者の相続分の引
き上げ、寄与分制度の創設等の改正がなされ
た以降、ほとんど実質的な見直しがなされな
い中にあって、少子高齢化が一段と進み、家
族関係においても次第に変化が見られるよう
になった。これらの社会経済情勢の変化に対
応して相続法制の見直しの必要性が指摘さ
れ、また、平成25年9月4日最高裁大法廷判
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決による嫡出でない子の相続分を嫡出子の2
分の1としていた規定の違憲判断等に対応す
るため、法務省において平成26年1月、有識
者等から構成される「相続法制検討ワーキン
グチーム」 が設置され、相続法制に関する現
状の問題点や考えられる見直しの方向性等の
検討が行われ、平成27年1月までに報告書が
まとめられた。

これをふまえて、法務大臣は、平成27年2
月24日、法制審議会に対し、相続法制の見直
しについて、次の内容の諮問を行った。

（諮問の内容）
　高齢化社会の進展や家族の在り方に関
する国民意識の変化等の社会情勢に鑑
み、配偶者の死亡により残された他方配
偶者の生活への配慮等の観点から、相続
に関する規律を見直す必要があると思わ
れるので、その要綱を示されたい。

これを受けて、法制審議会は、民法（相続
関係）部会を設置し（部会長・大村敦東京大
学大学院法学政治学研究科教授）、相続法制
の見直しに向け、本格的な検討が行われた。

同部会は、諮問事項である配偶者保護の方
策だけでなく、旧法下の実務における問題点
や、審議途中でなされた預貯金債権の遺産分
割に関する重要な判例変更（最大決平成28年
12月19日民集70巻8号2121頁）への対応等を
含めて多岐にわたり検討され、平成30年2月
16日、法制審議会は法務大臣に対し、「民法（相
続関係）等の改正に関する要綱」を答申した。
政府は、この要綱に基づき、「民法及び家事
事件手続法の一部を改正をする法律案」およ
び「法務局における遺言書の保管等に関する
法律案」を国会に提出し、審議の結果、衆議
院において平成30年6月19日、参議院におい
て同年7月6日、両法案ともいずれも賛成多
数で可決され、同月13日に公布された。

改正相続法の特徴としては、⑴配偶者保護
のための方策が取り入れられたこと（①配偶
者居住権、②配偶者短期居住権、③持戻し免
除の意思表示の推定）、⑵遺言の利用を促進
するための各種の方策が取り入れられたこと

（①自筆証書遺言の方式の緩和、②遺言執行
者の権限の明確化、③遺留分権利の金銭債権
化、④自筆証書遺言の保管制度）、⑶相続人
を含む利害関係人の実質的公平を図る制度の
見直しが図られたこと（①遺産の分割前に遺
産に属する財産を処分した場合の遺産の範
囲、②相続人以外の者の貢献を考慮するため
の方策、③預貯金債権の遺産分割前の払戻し
制度、④相続させる旨の遺言や相続分の推定
がなされた場合における対抗要件主義の採
用）をあげることができ、以下において、そ
のポイントについて要約解説する。

3 ．改正相続法の主要な内容

⑴　配偶者保護に関する改正
①　配偶者居住権

配偶者居住権とは、被相続人の配偶者は、
相続開始の時に被相続人所有（配偶者と共有
の場合でも良いが、他の者との共有は不可）
の建物に居住していた場合に、遺産分割（遺
贈、死因贈与も可）により、その建物の全部
について、原則として終身・使用および収益
をすることができる権利である。

配偶者居住権は、少子高齢化、家族形態（と
くに親子関係）の社会的変化に対応して、主
として被相続人の残存配偶者の相続開始後の
生活上の保護を主としたものであるが、配偶
者居住権が遺産分割等に際し、適正に評価さ
れることにより、相続財産の相続人のそれぞ
れの生活状況に応じた適正な分割への一方法
を提供するものとしても評価することができる。
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配偶者居住権は、被相続人と生前に同居し
ていた建物について、配偶者の生存中、その
建物の全部を使用、収益することができる権
利で登記（配偶者に登記請求権が認められて
いる。）をすることにより第三者に対応でき
る権利であり、配偶者としては、その使用、
収益期間中、その建物を相続等した建物所有
者に賃料を支払う義務はなく、その建物の通
常の必要費（建物の保存に必要な通常の修繕
費用、建物およびその敷地の固定資産税等）
を負担すれば足り、存続期間は配偶者の存命
期間中ということであることから、その財産
的価値を評価することは容易ではない。しか
し、遺産分割や審判において配偶者居住権の
設定を認める場合には、その財産的評価は欠
くことができず、各分野（法制審・相続関係
部会、課税、公共事業における損失補償、家
事審判手続関係等）において、それぞれ簡易
の算定方法が考案されているが、それぞれの
簡易算定手法により当事者間に合意が得られ
ない場合には、不動産鑑定評価に拠ることに
なる。この場合の鑑定評価の方法としては、
a．配偶者居住権の対象となる当該建物の適
正な賃料相当額を求め、この額から配偶者が
負担することとなる通常の必要費相当額を控
除して求めた純賃料相当額について、当該配
偶者の推定余命年数に対応した年金現価額を
算定する方法、b．配偶者居住権が終了し、
当該建物およびその敷地が所有者に完全な所
有権として復帰するまでの期間を考慮した当
該建物およびその敷地の現価額を算定する方
法およびc．割合方式に基づく借家権価格の
算定方法に準じて、当該建物およびその敷地
に、それぞれ当該配偶者居住権に対応した割
合を乗じて算定する方法等が考えられ、具体
的な配偶者居住権に対応した適切な鑑定評価
手法が適用されることとなる。

もっとも、これらの鑑定評価手法について

は検討すべき課題も少なくなく（例えば、a
の手法においては、適正な賃料相当額は新規
賃料か継続賃料か―筆者は後者、配偶者が負
担する通常の必要費の範囲、推定余命年数の
考え方―平均余命年数を採用することの不合
理性など、bの手法においては、平均余命年
数の考え方および配偶者居住権の推定終了時
における建物の時価、cの手法においては、
配偶者居住権付の建物およびその敷地の取引
価格等を参考に当該居住権割合を査定するこ
とになろうが、これらの取引事例等がほとん
ど有せず、また、個別性が強いことなど）、
具体的な個別の配偶者居住権の適正な価格を
経済的評価を中心とした鑑定評価に依存する
ことは問題であろう（何らかの法的価値判断
も加えられるべきであろう）。

配偶者居住権については、その財産的価値
の評価以外にも、実務上少なからざる課題が
ある。そのいくつかをあげると、ア．配偶者
居住権は認められたが、当該配偶者に他に資
産や生活の糧がない場合の収益獲得方法が限
定されていること、イ．建物が腐朽している
場合の居住権者の建物の維持、保全、修繕義
務の範囲およびその程度、ウ．居住者が老齢
等により介護施設に入居することとなった場
合の当該居住権の適切な終了方法（建物所有
者に対する当該権利の買取り請求等）が存し
ないこと、ヱ．長期間にわたり存続すること
が予定されている配偶者居住権の存続期間中
に、建物の滅失、朽廃もしくは当事者に予測
し得ない重大な環境の変化が生じた場合（例
えば、配偶者の再婚、再婚後の生活環境の変
化、土地・建物所有者の経済環境の変化等）
の利害調整のための制度的配慮に欠けている
ことなどが想定される。

②　配偶者短期居住権
配偶者短期居住権とは、被相続人の相続財
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産に属した建物に相続開始の時に無償で居住
していた配偶者は、a．居住建物について配
偶者を含む共同相続人間で遺産分割をする場
合には、相続開始の時から居住建物について
の遺産分割協議が終了した時または相続開始
の時から6カ月を経過する日のいずれか遅い
日までの間、b．配偶者が居住建物について
遺産共有持分を有しない場合は、相続開始の
時から、当該居住建物取得者による配偶者短
期居住権申入れの日から6カ月を経過する日
まで、当該建物を無償で使用（収益は認めら
れない）することができる権利であり、被相
続人の同居配偶者が被相続人の死亡により直
ちに居住の場を失わせないよう短期的に配偶
者の居住を保護するための権利である。短期
的な使用権であることから、配偶者の当該利
益は特別受益に当たらず、また、遺産分割に
際し当該利益相当額が相続分から控除される
ことはない。

この制度は、平成8年12月17日の最高裁判
決（民集50巻10号2778頁。相続人の一人が被
相続人の許諾を得て被相続人所有の建物に同
居していた場合には、特段の事情がない限り、
被相続人とその相続人との間で、相続開始を
始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借
契約が成立していたものと推認されるとした
もの。）を参考とし、同判例では保護されな
い場合を含め、被相続人の意思にかかわらず、
配偶者の短期的な居住の権利を保護するため
に設けられたものである。配偶者短期居住権
は、第三者に対抗することはできない。

共同相続人間においては、通常、生活扶助、
扶養の義務も認められるから、配偶者が被相
続人と同居していた建物から遺産分割協議も
終わらない段階で退去を求められることはな
いとも思われるが、長引く遺産分割協議の末
に当該建物を取得した相続人から、その間の
賃料相当額の不当利得の返還請求を受けるこ

とは考えられ、このような場合の一定の線引
きをした配偶者保護のための制度と位置づけ
ることができる。

生前配偶者と同居していた被相続人に属す
る建物は、相続開始までは実質的には被相続
人夫婦の共有に属する場合が多く、相続開始
後の配偶者の生活の安定、居住の保護は遺産
分割に当り共同相続人間で最大限に配慮され
るべきではあるが、相続分の法定、遺留分減
殺請求が認められる法制度の下においては、
共同相続人間における上記のような無言のル
ールが容認されることはないであろうから、
配偶者短期居住権の保護の規定も必要といわ
ざるを得ないのであろうか。

③　持戻し免除の意思表示の推定
法制審・相続関係部会においては、相続法

の見直しに当り、配偶者の生活の保障の観点
から、①配偶者居住権、②配偶者短期居住権
のほか、配偶者の長年の貢献をより実質的に
評価するため、一定の条件の下で配偶者の相
続分を引き上げることについて、中間試案を
作成したが、そのパブリックコメントにおい
て、反対意見が多数を占め、同部会において
も異論が多かったことから、相続分の引き上
げについては見送られ、これに代わるものと
して、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が居
住用不動産の贈与または遺贈をした場合には、
903条3項の持戻し免除の意思表示があった
ものと推定して、遺産分割においては、原則
として当該居住用不動産の持戻し計算を不要
とする（すなわち、当該居住用不動産の価額
を特別受益として扱わない）こととされてい
る。これにより、婚姻期間が20年以上の場合
の夫婦間における居住用不動産の贈与または
遺贈に関しては、事実上、相続に際して残存
配偶者の保護の一方策になるものと考えられ
る。この制度は、現行の相続税法上の贈与税
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の特例制度（2000万円控除）の趣旨を民法上
も認め、規定化したものということができる。

⑵　遺言の利用を促進するための改正
①　自筆証書遺言の方式緩和

改正前の自筆証書遺言は、遺言者が、その
全文、日付および氏名を自筆し、これに押印
して作成することとされていた（改正前968
条1項）。遺言書に添付される相続財産目録
についても、同様に全文を自書する必要があ
った。しかし、相続財産には不動産や預貯金
債権もあり、それぞれを特定するために必要
な事項は多岐にわたり、これらの相続財産が
多数存する場合には、特に高齢者の場合、遺
言書の作成に困難を伴い、このことが比較的
簡易な形式である自筆証書遺言の作成が躊躇
される理由の一つとされていた。そこで、改
正法は、相続財産について財産目録を作成す
る場合には、パソコン等を利用して作成した
目録のほか、不動産の登記事項証明書や預貯
金通帳の写し等を添付することが認められた。

この場合の財産目録は遺言書本文（自筆に
よる。）に添付するものとして別個に作成し、
目録の毎葉ごとに（両面ある場合には、両面
とも）署名し、押印しなければならない（968
条2項）。財産目録に押印される印は、遺言
者の印であれば良く、遺言書本文（自筆部分）
に押印された印と同一である必要なく、認印
でも良いとされている。なお、遺言書本文と
財産目録との間、財産目録の各用紙間に契印
する必要はない。財産目録の加除、変更につ
いては、968条3項に基づき、遺言者が、変
更の場所を指示し、これを変更した旨を付記
して特にこれに署名し、かつ、その変更の場
所に印を押さなければ効を生じない。

②　遺言執行者の権限の明確化等
改正前においても、遺言執行者の権利義務

等に関する一般的・抽象的な規定はあったが
（改正前1012条）、例えば、相続させる旨の遺
言（最判平成3年4月19日民集45巻4号477
頁によれば、特段の事情がない限り、遺産の
分割を定めた遺言であり、被相続人の死亡の
時に直ちに当該遺産は当該相続人に相続によ
り承継したものとされている）がなされた場
合に、遺言執行者は具体的にどのような権限
を有するかなど、実務上多くの問題点が指摘
されていた。

そこで改正法は、遺言執行者は遺言の執行
に必要な一切の行為をする権利義務を有し、
遺言者がその権限内において遺言執行者であ
ることを示してした行為は相続人に対し直接
にその効力を生ずることとし（1012条1項、
1015条）、遺贈の履行は遺言執行者のみが行
うことができること（1012条2項）、特定財
産承継遺言（いわゆる相続させる旨の遺言を
明文化）がなされた場合には、遺言執行者は、
原則として、対抗要件の具備に必要な行為を
する権原や、預貯金債権の払戻し、解約の権
限を有することとされた（1014条2項、3項）。
また、遺言執行者の復任権については、従来、
原則としてやむを得ない事情がなければ第三
者にその任務を行わせることができないとさ
れていた（改正前1016条）が、改正法は実務
上の必要性も考慮し、他の法定代理人と同様
に、自己の責任で第三者にその任務を行わせ
ることができるとした（1016条1項本文）。

③　遺留分権利の金銭債権化
改正前民法においては、遺留分減殺請求権

が行使された場合、その相続財産について当
然に物権的効果が生ずることとされていた。
その結果、遺留分減殺請求権が行使された特
定の財産について、受遺者または受贈者と遺
留分権利者との間に共有関係が生じ、実務上、
その紛争解決が困難となることも少なくなか
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った。そこで改正法は、遺留分減殺請求権が
認められるに至った旧来の事情も考慮した
上、遺留分に関する権利の行使により生ずる
権利について、物権的効果ではなく、金銭債
権として認めることとした（1042条1項）。
その結果、改正前1031条（遺留分減殺請求権）
の規律は、遺留分侵害請求権（1046条1項）
に改められた。これにより、遺留分減殺請求
に関する具体的紛争が、より早期に明確に解
決されることが期待される。

④　法務局における自筆証書遺言の保管制度
自筆証書遺言は、自書することができれば、

厳格な要件に従うことなく、誰でも、いつで
も自由に作成することができ、かつ、前記①
の自筆証書遺言の方式緩和の改正も重なり、
今後、益々利用が高まることが予測される。
しかし、作成された自筆証書遺言の保管場所
については特に定めがなく、遺言者が自ら保
管したり、金融機関の貸金庫に預けたり、ま
た、親族・友人等に保管を依頼することにな
るが、遺言者が死亡した後に、必ず相続人ら
がこれを見分することが保証されているわけ
ではない。そこで、相続法の改正に合わせて、

「法務局における遺言書の保管等に関する法
律」（平成30年法律第73号）が制定され、平
成32年（2020年）7月10日から施行された。
同法の主な内容は、次のとおりである。

ア．自筆証書の遺言書の保管に関する事務
は、法務省の地方支分部局の「法務局」が行
うこととし、法務大臣の指定する法務局を「遺
言書保管所」と称することにしている。

イ．遺言者は、法務省令で定められた様式
に従い作成した遺言書を法務局に保管申請す
る。具体的には、遺言者の住所地若しくは本
籍地または遺言者の所有する不動産の所在地
を管轄する遺言書保管所に自ら出頭し、遺言
書保管官に対し、遺言書に添えて遺言書の保

管申請書および所定の添付書類を添付して保
管申請をすることになる。

ウ．遺言書の保管申請がなされると、遺言
書保管官は、出頭した遺言者の本人確認を行
うとともに、遺言書および保管申請書等につ
いて形式的要件をチェックした上、保管する
ことになる。

なお、申請できる遺言書は無封でなければ
ならない。

ヱ．遺言書の保管期間は、遺言者死亡の日
から相続に関する紛争を防止する必要がある
と認められる期間として政令で定めることと
されているが、戸籍の除籍簿の保管期間150
年等を参考として定められるとされている。
なお、遺言者生存中の遺言書の閲覧、遺言書
の保管の申請の撤回（遺言書の書換え等にお
ける）についても、同法に詳細な規定が置か
れている。

オ．遺言者が死亡した場合、相続人、受遺
者、遺言執行者等の関係相続人は、遺言書保
管官に対し、遺言書情報証明書の交付を請求
することができ、また、遺言書の閲覧を請求
することができる。なお、遺言書保管所に保
管された遺言については、民法1004条1項の
遺言書の検認の規定は適用されない。

カ．遺言書保管官は、遺言保管所に保管さ
れている遺言書について、遺言者が死亡した
後、関係相続人等の請求により遺言書情報証
明書を交付し、または遺言書の閲覧をさせた
時は、その他の遺言者の相続人、受遺者、遺
言執行者に、当該遺言書を保管している旨を
通知することとされているが、遺言書情報証
明書の交付申請や遺言書の閲覧請求がない場
合に、遺言者の死亡を確知し、関係相続人等
に通知するシステムの構築は極めて困難であ
る。
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⑶�　相続人を含む利害関係人の実質的公平を
図る制度の見直し

①　遺産の分割前に遺産に属する財産を処分
した場合の遺産の範囲
共同相続された相続財産については、原則

として遺産共有となり、その共有状態の解消
は遺産分割手続によることになる。遺産分割
は、遺産の分割の際に実際に存する財産を共
同相続人間で分配することになるが、遺産分
割前に共同相続人の一人が遺産の一部を処分
した場合について明文の規定がなく、処分し
た相続人が得た利益は遺産分割において特段
考慮されないという実務上の取扱いのもとに
おいては、処分をした相続人と他の相続人間
に実質的な不公平が生ずる場合も少なくなか
った。

改正法は、この点、共同相続人の全員の同
意により、当該処分がなされ財産を遺産分割
の対象に含めることができることとし、共同
相続人の一人または数人が遺産分割前に遺産
に属する財産を処分した場合には、当該処分
をした共同相続人については、上記同意を必
要としないこととした。

②　相続人以外の者の貢献を考慮するための
特別の寄与
例えば、被相続人の療養看護等のため、相

続人の配偶者が被相続人と同居し30年余にわ
たり寄与貢献をしたが、被相続人の相続開始
前に当該相続人が死亡し、その子ら3人（被
相続人の孫）が代襲相続人となり被相続人の
遺産である居住建物およびその敷地を相続
し、遺産分割協議の上、当該相続財産は代襲
相続人3人の共有となり、共有物分割のため
売却され、上記配偶者は遺産分割にあずかれ
ないばかりでなく、居住していた住家も失う
こととなったという事案において、特別縁故
者（958条の3）の制度は利用できず、また、

他の民法上の理論構成（準委任契約、事務管
理、不当利得返還請求等）によっても救済が
困難であることが指摘されていた。

改正法は、被相続人に対して無償で療養看
護その他の労務の提供をしたことにより特別
の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始
後、相続人に対し、特別寄与の対価の支払を
請求することができることとした。この特別
寄与料の支払について当事者に協議が調わな
いとき、または協議をすることができないと
きは、家庭裁判所が特別寄与者の申立てによ
り特別寄与料を定めることができるとした。
相続人が数人いる場合の各相続人の負担額
は、特別寄与料の額に各相続人の相続分（法
定相続分又は指定相続分）を乗じた額とな
る。

③　遺産分割前における預貯金の払戻し制度
の創設
被相続人の預貯金債権については、従前、

相続開始と同時に各共同相続人の相続分に従
って当然に分割され、各共同相続人は自己に
帰属した債権を単独で行使することができる
とされていたが、最高裁平成28年12月19日の
大法廷の決定（民集10巻8号2121頁）はこの
扱いを変更し、預貯金債権は遺産分割の対象
に含まれるとの判断をした。これによると遺
産分割前の預貯金債権は、共同相続人全員の
同意がない限り、払戻しを請求したり解約す
ることができないこととなった。もっとも、
各相続人は、相続財産に属する債務の弁済、
相続人の生計費の支弁等の必要性が認められ
る場合には、家庭裁判所において預貯金債権
の仮分割の仮処分を得る方法も存するが（家
事事件手続法200条3項）、改正法は、一定の
限度で、裁判所の許可がなくても各相続人が
預貯金債権の払戻しを受けることができるこ
とを明文化した。各相続人が単独で払戻しを
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請求できる額は、相続開始時の預貯金債権の
額の3分の1に、当該払戻しを求める共同相
続人の法定相続分とされている。

④　法定相続分を超える権利の承継における
対抗要件主義の採用
特定財産承継遺言（いわゆる相続させる旨

の遺言のうち遺産分割方法の指定がなされた
ものや相続分の指定がなされた場合のよう
に、遺言による権利変動のうち相続を原因と
するものについては、登記等の対抗要件を備
えなくても、その権利の取得を第三者に主張
することができるとするのが従来の判例法理
であった（特定財産承継遺言について最判平
成14年6月10日家月55巻1号77頁、相続分の
指定について最判平成5年7月19日家月46巻
5号23頁）。しかし、この判例法理によると、
登記等の対抗要件を備えなくても、その権利
取得を第三者に対抗することができることか

ら、相続債権者や被相続人の債務者に不測の
損害を被ることがあることなどの指摘がなさ
れていた。他方、相続は被相続人の法的地位
を包括的に承継するものであり、相続人およ
び法定相続分については明確に法定されてお
り、その地位は十分に保護されるべきである。
これらの事情に鑑み、改正法は、相続を原因
とする権利変動についても、これによって利
益を受ける相続人は、登記等の対抗要件を備
えなければ法定相続分を超える権利の取得を
第三者に主張することができないことを明文
化した（899条の2第1項）。なお、上記遺言
により取得する財産が債権である場合には、
その債権を承継した相続人が、遺言の内容ま
たは遺産分割の内容を明らかにして、債務者
にその承継の通知（確定日付のある証書によ
ることが必要）をすれば、その権利の取得を
債務者その他の第三者に対抗することができ
るものとされた（同条第2項）。
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